
奨学金返還支援による地元企業人材確保支援補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、本市における若者世代の市外への流出に歯止めをかけるとともに、市内事業所

等における人材確保を図るため、奨学金返還支援による地元企業人材確保支援事業に関し、予算の

範囲において補助金を交付することについて、延岡市補助金等の交付に関する規則（昭和50年規

則第２号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 大学等 学校教育法（昭和22年法律第26号）に規定する大学（大学院を含む。）、短期大学、

高等専門学校（修行年限が４年以上のものに限り、専攻科を含む。）及び専修学校（専門課程に

限る。）をいう。

(2) 高校等 学校教育法に規定する高等専門学校（１年次から３年次まで）、専修学校高等課程及

び高等学校をいう。

(3) 県認定対象者 宮崎県が実施する「ひなた創生のための奨学金返還支援事業」（以下「県事業」

という。）の認定を受けた者をいう。

(4) 市奨学金返還者 公益財団法人延岡市育英会（以下「市育英会」という。）が貸与した奨学金

の返還者をいう。

(5) 学生支援機構奨学金返還者 日本学生支援機構（以下「学生支援機構」という。）が貸与した

奨学金の返還者のうち、県認定対象者ではない者をいう。

(6) 正規雇用 雇用期間の定めのない契約に基づく雇用であって、賞与、退職金、諸手当等にお

いて、就業規則等で定める通常の職員と同様の扱いとなる雇用形態をいう。

（対象となる奨学金）

第３条 この要綱による補助金（以下「補助金」という。）の交付の対象となる奨学金は、次の各号

のいずれかに該当するものとする。

(1) 県事業において支援対象となる奨学金（県認定対象者）

(2) 市育英会が貸与した奨学金

(3) 学生支援機構が貸与した奨学金

（補助対象者）

第４条 補助金の交付の対象となる者は、県認定対象者、市奨学金返還者又は学生支援機構奨学金返

還者のうち、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 大学等又は高校等に在学している期間に前条各号に規定する奨学金の貸与を受けた者

(2) 補助金の交付を初めて申請する日の属する年度において、29歳以下である者。ただし、申請

する年度の３月末までに30歳となる者を含む。（４月１日が誕生日の者については、前日の３

月31日に次の年齢を迎えるものとする。）

(3) 県認定対象者及び市奨学金返還者のうち大学等に在学している期間に前条に規定する奨学

金の貸与を受けたものにあっては令和４年４月１日以降に、県認定対象者及び市奨学金返還

者のうち高校等に在学している期間に同条に規定する奨学金の貸与を受けたもの並びに学生

支援機構奨学金返還者にあっては令和５年４月１日以降に、次に掲げるいずれかの市内事業

所等（以下「補助条件事業者」という。）に、正規雇用の従業員として雇用され、当該就労後

１年以上を経過し、かつ、補助金の交付の申請時点で現に就労している者

ア 市内に本店を置く事業者

イ 延岡市企業立地促進条例（昭和59年条例第18号）に規定する指定事業者

ウ 市外に本店があり、補助金の交付の申請をしようとする者との正規雇用契約において、勤



務地条件を本市のみとする事業者

(4) 補助条件事業者に正規雇用として就職した日から継続して本市に住所を有する者。ただ

し、当該就職した日以降に補助条件事業者における研修等を受講するため、一時期市外に

住所を有する期間が生じた場合、当該期間については本市に住所を有しているものとみな

す。

(5) 前条各号に規定する奨学金の返還を開始しており、当該返還に係る滞納がない者。

(6) 市税（国民健康保険税を含む。）の滞納がない者

(7) 市奨学金返還者にあっては、市育英会が貸与した奨学金の返還に対する助成を他から受

けていない者

(8) 学生支援機構返還者にあっては、学生支援機構が貸与した奨学金の返還に対する助成を

他から受けていない者

(9) 国家公務員法（昭和22年法律第120号）第２条第１項に規定する国家公務員又は地方公

務員法（昭和25年法律第261号）第３条に規定する地方公務員（同条第３項第２号及び

同項第５号を除く。）でない者

(10) 延岡市暴力団排除条例（平成23年条例第22号）第２条第３号に規定する暴力団関係者

に該当しない者

（交付額）

第５条 交付する補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 県認定対象者 補助条件事業者に正規雇用として就職した日から１年、３年及び５年が経過

した時点において別表１に規定する額

(2) 市奨学金返還者 市育英会が貸与した奨学金の返還総額（補助金の交付の申請時点において、

補助条件事業者に正規雇用として就職した日より前に返還した奨学金の額を除く。）に２分の

１を乗じて得た額又は別表２における大学等区分に応じ同表に規定する支援限度額のいずれ

か低い額を基本額とし、補助金の交付の申請時点において補助条件事業者に正規雇用として就

職した日から１年、３年及び５年が経過した時点において同表の規定により算定した額

(3) 学生支援機構奨学金返還者 学生支援機構が貸与した奨学金の返還総額（補助金の交付の申

請時点において、補助条件事業者に正規雇用として就職した日より前に返還した奨学金の額を

除く。）に２分の１を乗じて得た額又は別表３における大学等区分に応じ同表に規定する支援

限度額（以前に補助金の交付を受けた場合は、当該補助金の額を除く。）のいずれか低い額を基

本額とし、補助金の交付の申請時点において補助条件事業者に正規雇用として就職した日から

１年、３年及び５年が経過した時点において同表の規定により算定した額

（交付申請及び実績報告）

第６条 補助金の交付の申請をしようとする者（以下「申請者」という。）は、補助条件事業者に正

規雇用として就職した日からそれぞれ１年、３年及び５年が経過する日（４月定期採用の場合は３

月末日とする。）の属する年度の翌年度の２月末日までに、補助金交付申請書兼実績報告書（様式

第１号）に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、市長に提出しなければ

ならない。

(1) 申請者が県認定対象者である場合

ア 県事業の支援対象者認定通知書の写し

イ 県事業の額確定通知書の写し

ウ 住民票の写し

エ 勤務証明書（様式第２号）又はこれに相当するもの

オ 市税等に滞納がないことを証する書類又は完納確認同意書（様式第３号）

カ 誓約書（様式第４号）



キ その他市長が必要と認める書類

(2) 申請者が市奨学金返還者である場合

ア 大学等又は高校等を卒業若しくは修了したことを証する書類

イ 奨学金返還状況確認同意書（様式第５号）

ウ 市育英会が発行する奨学金の貸与、返還金額及び返還期間を証するものの写し

エ 住民票の写し

オ 勤務証明書（様式第２号）又はこれに相当するもの

カ 市税等に滞納がないことを証する書類又は完納確認同意書（様式第３号）

キ 誓約書（様式第４号）

ク その他市長が必要と認める書類

(3) 申請者が学生支援機構返還者である場合

ア 大学等を卒業又は修了したことを証する書類

イ 学生支援機構が発行する奨学金返還証明書の写し

ウ 住民票の写し

エ 勤務証明書（様式第２号）又はこれに相当するもの

オ 市税等に滞納がないことを証する書類又は完納確認同意書（様式第３号）

カ 誓約書（様式第４号）

キ その他市長が必要と認める書類

２ 申請者が県認定対象者、市奨学金返還者又は学生支援機構奨学金返還者の２以上に該当する

ものであるときは、当該申請者は前項各号のいずれかの区分についてのみ申請することができ

るものとする。

（補助金の交付決定等）

第７条 市長は、補助金交付申請書兼実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、補助金交付

の可否の決定を行うものとし、併せて補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合する

と認めたときは、その内容を速やかに補助金交付決定通知書（様式第６号）又は補助金不交付決定

通知書（様式第７号）により当該申請者に通知するものとする。

（補助金の額の確定の省略）

第８条 規則第13条第３項の規定により、補助金の額の確定を省略するものとする。

（補助金の請求）

第９条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付決定通知書を受領した後

において補助金交付請求書（様式第８号）を市長に提出しなければならない。

（異動の届出等）

第10条 補助事業者は、第７条に規定する補助金交付決定通知書兼額確定通知書を受けた後に、次

の各号のいずれかの事由が生じた場合は異動届出書（様式第９号）を市長に提出しなければならな

い。

(1) 本市から転出したとき。

(2) 補助条件事業者との間で正規雇用の契約が解消されたとき。

(3) 第４条第３号ウの勤務地条件に変更があったとき。

(4) 補助金交付の辞退をするとき。

(5) 第４条各号のいずれかに該当しなくなったとき。

（その他）

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。



附 則

（施行期日等）

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行し、令和12年３月31日限り、その効力を失う。

２ この要綱は、令和５年５月１日から施行する。

３ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。

４ この要綱は、令和６年10月１日から施行する。

５ この要綱は、令和７年11月17日から施行し、同年４月１日から適用する。

６ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。

別表１（第５条関係）

別表２（第５条関係）

別表３（第５条関係）

交付額

１年経過時 ３年経過時 ５年経過時

県事業における

１年経過時に確

定した県からの

返還支援金の額

の２分の１の額

県事業における

３年経過時に確

定した県からの

返還支援金の額

の２分の１の額

県事業における

５年経過時に確

定した県からの

返還支援金の額

の２分の１の額

大学等区分
支援限度額

（千円）

交付額

１年経過時 ３年経過時 ５年経過時

大学院及び６年制大学 ９００

基本額に

０．３を乗じ

て得た額

基本額に

０．３を乗じ

て得た額

基本額から１

年経過時及び

３年経過時の

それぞれの交

付額の合計額

を控除して得

た額

４年制大学 ６００

短期大学、高等専門学校（４

～５年次）及び専修学校専

門課程

３００

高等学校、高等専門学校（１

～３年次）及び専修学校高

等学校

２７０

大学等区分
支援限度額

（千円）

交付額

１年経過時 ３年経過時 ５年経過時

大学院及び６年制大学 １，５００

基本額に

０．３を乗じ

て得た額

基本額に

０．３を乗じ

て得た額

基本額から１

年経過時及び

３年経過時の

それぞれの交

付額の合計額

を控除して得

た額

４年制大学 １，０００

短期大学、高等専門学校

（４～５年次）及び専修学校

専門課程

５００

高等専門学校（１～３年次） ４００


